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 【開会=午前９時５８分】 

 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。本委員会に

付託されました議案におきましては、お手元に配布した通

りであります。既に説明が終わっておりますので、直ちに

質疑に入ります。その前に委員長からお願いしておきます。

委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答弁

をお願いいたします。また、執行部におかれましては、発

言する前には挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得て

から行うようにお願いいたします。 

最初に、「議第５７号 令和５年度羽島市一般会計補正予

算（第３号）」を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議案書５６ページ、３款２項３目保育所等運営費の保育

所整備事業について、事業の詳細についてお聞かせくださ

い。 

 

本事業については、新たに令和５年度に国庫補助金であ

る保育対策総合支援事業費補助金を活用し、保育園や認定

こども園における熱中症対策のための施設整備に対する補

助事業を実施し、保育環境の改善を図る予定をしておりま

す。具体的にはエアコンの新規設置や更新に要する経費に

対する補助を予定しております。補助対象の施設数につき

ましては、市内の保育園、認定こども園１１園のうち、事

前に実施意向のあった６園を対象に補助を予定しておりま

す。なお、財源は国、県、市がそれぞれ３分の１ずつの負

担となります。以上でございます。 

 

続きまして、議案書５６ページ、３款２項３目保育施設

等運営費の保育施設等給付金支給事業について、事業の概

要及び支給対象の保育施設等の数、給付金の額についてお

聞かせください。 

 

本事業については、原油価格や電気・ガス料金を含む物

価高騰対策として、保育所等を運営する事業者に対して運

営の継続や経営の安定を図ることを目的に支給するもので

ございます。給付金支給の対象となる保育施設等の数は合

計２１を見込んでおります。内訳といたしましては、市内

の保育所が７、認定こども園が４、幼稚園が２、認可外保

育施設が７、地域子ども・子育て支援事業が１でございま
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す。給付金の額は、保育所・認定こども園・幼稚園は令和

５年４月１日時点の在籍児童数が１００人以下の場合は２

０万円、１０１人以上２００人以下の場合は２５万円、２

０１人以上の場合は３０万円としております。認可外保育

施設や地域子ども・子育て支援事業実施の場合は３万円と

しております。以上でございます。 

 

議案書の５５ページ、市民会館施設改修事業についてお

尋ねをいたします。説明によると、第３会議室空調機器の

入れ替えによるものということでありました。その他の会

議室やロッカールームなどの空調機器も効きが悪いなど、

利用者からの声がありますけれども、第３会議室以外の空

調機器の更新についての考えを述べてください。 

 

第３会議室の空調機器につきましては、現在、効きが弱

く、使用の途中で時々停止するなど、不調であることから、

今回、更新に係る補正予算をお願いするものです。第３会

議室を除く、その他の会議室及びロッカー室の空調機器に

つきましては、指定管理者に確認したところ、使用に耐え

うる性能は保たれているが、老朽化等により一部、効きが

弱くなっている機器もあるとの回答を得ております。今後、

施設の使用頻度や空調機器の老朽化度合い等を考慮しなが

ら、必要に応じ、更新の検討を行っていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

次に、５７ページの新型コロナワクチン追加接種事業に

ついてお尋ねいたします。現在の新型コロナワクチンの接

種割合について報告をしてください。 

 

お答えします。５月８日から始まった新型コロナワクチ

ンの春開始接種について、６５歳以上の方の６月２２日現

在の接種状況は、３回目を受けられた方が７人、４回目の

方が２９人、５回目の方が２５６人、６回目の方が７９９

４人です。６５歳以上全体の接種率は４４．１％となって

おります。以上です。 

 

次に、５８ページの不燃物収集運搬処理経費についてお

尋ねいたします。ここで印刷製本費が３７万４０００円上

がっております。この事業内容について報告をしてくださ

い。 
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現在、粗大ごみ処理券は２００円券のみを販売しており

ます。粗大ごみの戸別収集を開始するにあたり、粗大ごみ

の収集運搬にかかる手数料が 1 回につき１２００円から２

０００円となることから、市民の利便性の向上を図るため、

新たに８００円券を作成するものです。以上でございます。 

 

他にございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま

す。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５７号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５７号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

ここで関係者以外の方は退席いただいて結構です。 

 

（関係者以外退席） 

 

次に、議第５０号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議第５０号 羽島市職員の給与に関する条例及び羽島市

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例について、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手

当から特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に改正され

ましたけれども、その内容と手当額はおいくらになります

か。詳しくお聞かせください。 

 

初めに、手当の改正内容についてお答えします。これま

での新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当につきまして

は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言以降に、緊急事態
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措置の実施のために派遣された職員に対する手当でござい

ます。改正後の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に

つきましては、これまでの対象者に加え、対策本部が設置

され、感染症の発生及びまん延の初期段階から派遣された

職員についても、手当の支給対象者とするため、改正を行

うものでございます。 

 次に、手当額についてお答えします。この手当は災害対

策基本法に規定する災害応急対策又は災害復旧のため、本

市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域に

滞在することを要する場合に支給されるものでございま

す。手当額につきましては、その期間や派遣される施設の

区分により金額が定められておりますが、その期間中、１

日につき３９７０円から６６２０円の範囲で支給されるも

のでございます。以上でございます。 

 

この条例の施行日は、現時点においては、いつが予想さ

れますか。 

 

この条例の施行日につきましては、新型インフルエンザ

等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行

の日からとなっております。当該改正法の施行日が原則と

して公布の日である令和５年４月２８日から起算して６月

を超えない範囲において政令で定める日となっております

ことから、令和５年１０月２７日までに施行することとな

ります。以上でございます。 

 

他にございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま

す。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５０号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 
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ご異議なしと認め、議第５０号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

次に、議第５１号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議案書２８ページ、新型コロナウイルス感染症により生

じた事態に対処するための特殊勤務手当を廃止するため、

羽島市職員特殊勤務手当、１日上限４０００円支給を５類

により、１日３００円、作業手当として支給されるとお聞

きいたしましたけれども、それぞれの支給の根拠をお聞か

せください。 

 

令和２年４月１日からこれまでの間、本市においては、

国に準じ、新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事し

た職員に対し、1 日につき上限４０００円を支給する感染

症防疫作業手当の特例を設けてまいりました。同感染症が

５類に移行されたことに伴い、国において人事院規則の改

正により手当が廃止されたことから、市の条例においても

同様に特例の廃止を行うものでございます。しかしながら、

５類移行後におきましても感染症に係る作業は変わらず継

続していることから、市では国からの財源措置のある間に

限り、本条例第３条の規定による感染症防疫作業手当とし

て手当支給を行う予定をいたしております。今回の改正に

おきましては、特例を設ける前の額に戻すものであり、本

条例第３条の感染症防疫作業手当額であります、１日につ

き３００円を支給するものでございます。以上でございま

す。 

 

今、お話しの防疫作業手当、１日当たり３００円という

説明でございました。条例改正後の防疫作業の具体的内容

や防疫作業手当支給の条件について説明してください。 

 

令和２年４月１日からこれまでの間、先ほどお答えしま

したが、１日につき上限４０００円を支給する感染症防疫

作業手当の特例を設けておりました。本条例改正後におき

ましては、特例を廃止し、３００円を支給するものでござ

いますが、防疫作業の内容及び条件といたしましては、条

例改正前と変わらず、感染症の患者の体に接触して行う作

業、患者が使用した物件の処理などに従事した職員に対し、

国からの財源措置のある間に限り支給を行うものでござい
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ます。以上でございます。 

 

他にございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま

す。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５１号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５１号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

次に、議第５６号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議第５６号 羽島市火災予防条例の一部を改正する条例

についてお尋ねいたします。現在、消防署で確認している

市内の急速充電設備は何カ所ありますか。 

 

現在のところ、４カ所を確認しています。以上でござい

ます。 

 

議案書の４２ページ、１１条の２にあります充電する設

備のうち、分離型とはどのような形状のものであるかにつ

いて説明してください。 

 

分離型とは、変圧機能を有する設備本体とコネクター及

び充電ケーブルを収納する、いわゆる充電ポストで構成さ

れているものでございます。以上でございます。 

 

他にはございませんか。 

 

（発言なし） 
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質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま

す。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５６号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５６号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

次に、議第６１号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議第６１号 動産の取得について、現場指揮車の動産の取

得についてお尋ねをいたしますが、現場指揮車に求められ

る機能は何ですか。 

 

お答えいたします。現場指揮車に求められる機能といた

しましては、災害現場において、現場指揮本部の設置場所

を明確に示すための機能、災害情報の集約を的確に行う機

能、消防隊等に活動内容を迅速に指示することができる機

能、地域住民へ情報伝達を行うことができる機能等でござ

います。以上でございます。 

 

現在使用中の現場指揮車の登録年はいつですか。 

 

お答えいたします。現在使用中の現場指揮車につきまし

ては、平成６年２月に登録をしております。以上でござい

ます。 

 

他にはございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま
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す。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第６１号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第６１号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

以上で本委員会に付託されました案件の審査は全て終了

いたしました。これをもちまして総務委員会を終了いたし

ます。 

なお、委員長報告についてはご一任願います。本日はご

苦労様でございました。 

 

【委員会終了＝午前１０時１６分】 

 


